
１人１台端末の利活用に係る計画 

 

１．１人１台端末を始めとする ICT 環境によって実現を目指す学びの姿 

学習指導要領及び中央教育審議会答申『｢令和の日本型学校教育｣の構築を目指して～全

ての子供たちの可能性を引き出す､個別最適な学びと､協働的な学びの実現～』において､児

童生徒一人一人の資質・能力を伸ばすという観点から，新たな ICT 環境や先端技術を最大

限活用することなどにより，基礎的・基本的な知識・技能や言語能力，情報活用能力，問題

発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力の確実な育成が行われるとともに，多様な

児童生徒一人一人の興味・関心等に応じ，その意欲を高めやりたいことを深められる学びを

提供する等の実現を目指すとされている。これらの目標に向け、本町でも、ＧＩＧＡ第１期

に掲げた目標の達成状況を踏まえ、「個別最適な学びと協働的な学び」を一体的に実現して

いくことを目指していく。 

 

２．GIGA 第１期の総括 

令和 2 年度に GIGA スクール構想の実現のため、1 人 1 台端末やネットワーク機器の

整備し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現を支援してきた。 

また、ICT の円滑な活用を支援するため、ICT 支援員を配置し、教員の授業支援を行っ

てきた。今後も ICT の活用促進を目指し、環境整備と支援を継続する。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

 (１)1 人 1 台端末の積極的な活用 

 教育支援アプリや、デジタル教科書を用いて、児童生徒の学習意欲を高め、積極的に端末 

の活用を推進していく。令和 7 年度には 1 人 1 台端末を更新するため、導入機器に適し 

たアプリを検討するなど、ICT 活用支援を継続していく。 

  

(２)個別最適・協働的な学びの充実 

 タブレット端末の活用により、児童生徒の学習の進歩状況や理解度を個別に把握し個別

の最適化を、学習用アプリを活用し、他の児童生徒や教職員と共に取り組むことで協働的

な学びをそれぞれ充実させる。 

 

(３)学びの保障 

端末の故障・不具合が発生した場合に備えて予備機を運用し、学習の機会が失われない体

制を整える。また、長期休暇等におけるタブレット端末の持ち帰り学習時、不登校、体調

不良等で授業に参加することが出来ない児童生徒についても、タブレット端末を利活用

することで学びの保障ができる環境を整備する。 


